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海外有権者ネットワークNY

 ▼在外投票率１％台に▼
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令和６年衆院選在外選挙（比例代表）

在外投票者数：17,403人
（海外有権者数：102.5万人）＊令和5年

在外投票率１％台

海外有権者の約９８％が

投票できない制度

（約1.7%）



在外投票者数推移(比例代表)

データ：総務省ウェブサイト 3

←４半世紀前と同レベルに →



在外投票率１％台に

①

②
③

データ：総務省ウェブサイト 4



在外投票のステップ

ステップ１：在外選挙人登録
▼増えない在外選挙人登録者／登録率は１０％前後で停滞

ステップ２：在外投票
▼遠すぎる在外公館投票、短すぎる投票期間、間に合わない郵便投票
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在外投票が抱える３つの問題

①遠すぎる在外公館
片道数時間／飛行機や船、宿泊も／在外公館未設置40カ国

②短すぎる投票期間
平均の在外公館投票期間4.29日(令和6年衆院選)／補欠選挙は1日のみ

③間に合わない郵便投票
不安定な各国の郵便サービス／郵便サービス低下／選管のミス
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在外投票に至るまでの２つの問題

④増えない在外選挙人登録者
機能していない出国時申請／海外有権者の登録率約10％

⑤なくならない選挙事務ミス
海外有権者への間違った情報提供／在外選挙人登録業務ミス
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在外投票者数の減少(衆院比例）

令和3年:19,530人 → 令和6年:17,403人

在外投票率が１％台に

原因のひとつは物価高か？
交通費、飛行機代、宿泊費、郵送費等の値上がり

物価高で選挙権の行使を阻害される海外有権者



憲法第44条 「両議院の議員及びその

選挙人の資格は、法律でこれを定め

る。 但し、人種、信条、性別、社会的身

分、門地、教育、財産又は収入によって

差別してはならない。」

　

「在外公館投票のために旅費 6万円」

「在外郵便投票に数万円」

9



在外投票が抱える３つの問題

①遠すぎる在外公館
片道数時間／飛行機や船、宿泊も／在外公館未設置 40カ国

②短すぎる投票期間
平均の在外公館投票期間4.29日(令和6年衆院選)／補欠選挙は1日のみ

③間に合わない郵便投票
不安定な各国の郵便サービス／郵便サービス低下／選管のミス
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遠すぎる在外公館

在外公館なし／国境閉鎖／車で 7時間／飛行機6万円（ブルンジ）

在外公館まで移動1日（ケニア）

在外公館まで片道6時間（アメリカ）

在外公館まで船で8時間（ギリシャ）
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在外公館まで1332キロ（カナダ）

＊およそ東京－鹿児島間



アメリカ本土の在外投票所(14公館)

令和6年衆院選・日本国内投票所数：45,429カ所 12
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遠すぎる在外公館

飛行機で（カナダ）

片道10時間（ケニア）

片道6時間（アメリカ）

船で8時間（ギリシャ）

片道4時間（ルーマニア）

旅費往復6万円（西ティモール）

交通費往復5万円（ニュージーランド）

在外公館まで



在外公館未設置国40カ国
（2024年1月現在）

データ：外務省&日本郵便ウェブサイト

＊EMS＆航空便不可：14カ国 ／ EMS不可：33カ国
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在外投票が抱える３つの問題

①遠すぎる在外公館
片道数時間／飛行機や船、宿泊も／在外公館未設置40カ国

②短すぎる投票期間
平均の在外公館投票期間 4.29日(令和6年衆院選 )／補欠選挙は 1日のみ

③間に合わない郵便投票
不安定な各国の郵便サービス／郵便サービス低下／選管のミス
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短すぎる投票期間

在外公館投票が4日間しかない（オランダ）
１週末しかない／選ぶ基準は？（アメリカ）

平日仕事してて行けない（オランダ）
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週末1日だけ（イギリス）



短すぎる投票期間

平均投票日数：4.29日間（≒水、木、金、土）
＊未設置国＝在外公館未設置国数

令和6年衆議院選挙・在外公館投票日数

データ：外務省ウェブサイト
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日時 選挙日程 在外公館投票 郵便投票

10/9（水） 解散 選管が投票用紙発送開始

10/10（木）

10/11（金）

10/12（土）

10/13（日）

10/14（月）

10/15（火） 公示

10/16（水） 在外公館投票開始 海外有権者が郵便投票用紙返送開始

10/17（木） 2公館終了

10/18（金） 17公館終了

10/19（土） 133公館終了

10/20（日） 69公館終了

10/21（月） 10公館終了

10/22（火）

10/23（水）

10/24（木）

10/25（金）

10/26（土）

10/27（日） 投開票

平均4.29日間

令和6年衆院選在外投票スケジュール

データ：外務省ウェブサイト
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12日間(8営業日 )



在外投票が抱える３つの問題

①遠すぎる在外公館
片道数時間／飛行機や船、宿泊も／在外公館未設置40カ国

②短すぎる投票期間
平均の在外公館投票期間4.29日(令和6年衆院選)／補欠選挙は1日のみ

③間に合わない郵便投票
不安定な各国の郵便サービス／郵便サービス低下／選管のミス
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間に合わない郵便投票

中国の郵便事情では無理に近い（中国）

海外の郵便事情をまったく考慮していない（フランス）

以前何度も試したが投票できず（カナダ）
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1万円以上使っても間に合わない（アメリカ）



間に合わない郵便投票

一日置きにしか配達しない（スウェーデン）

選管からの送付がEMSではなかった（台湾）

解散日に請求しても間に合いそうにない（アメリカ）
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間に合わせようと思ったら数万円（オーストラリア）



在外郵便投票者数推移(衆院選比例代表)

データ：総務省ウェブサイト 22
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令和3年衆院選在外郵便投票（比例代表）

締切前に選管に届いた票数：８８６票

締切後に選管に届いた票数：１５７票

全体の15.1%が締切後に到着



在外郵便投票の締切未着率(衆院選比例代表)

データ：総務省ウェブサイト 24
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令和3年衆院選在外郵便投票（比例代表）

交付された在外郵便投票用紙：１６５９票

日本に未返送の在外郵便投票用紙：６１６票

全体の37.1%が返送できず



在外郵便投票・投票用紙未発送率(衆院選比例)

データ：総務省ウェブサイト 26
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令和3年衆院選在外郵便投票（比例代表）

郵便投票用紙を手にした有権者数：１６５９人

無効となった在外郵便投票者数：　　７７３人

全体の46.6%が無効に



＊郵便投票用紙を手にした有権者数ー実際の郵便投票者数＝郵便投票用紙を手にしながら投票できなかった海外有権者数（投票不成立者）

在外郵便投票不成立の割合(衆院選比例)

データ：総務省ウェブサイト 28



セーフティーネットとしての郵便投票制度

本来は在外選挙の際に在外公館投票できない有権者のセーフティーネッ

トとして機能するはずの郵便投票制度が、実際には利用者の4～5割しか

結果的に投票できていない＝セーフティーネットとして機能していない

海外有権者の国政への参加の機会を
保障していない
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在外投票に至るまでの２つの問題

④増えない在外選挙人登録者
機能していない出国時申請／海外有権者の登録率約 10％

⑤なくならない選挙事務ミス
海外有権者への間違った情報提供／在外選挙人登録業務ミス
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在外選挙人登録

自治体
選挙人名簿 在外選挙人名簿出国時申請

在外公館申請



現在の在外選挙人登録方法
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方法①：出国時申請(平成30年導入）

方法②：在外公館での申請

「出国時申請」導入の効果が
まったく見えない

原因：国や自治体の公報、声掛け不足
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海外在留邦人数と在外選挙人登録者数

データ：総務省＆外務省ウェブサイト 出国時申請導入

登録者は約１０％



増えない在外選挙人登録者

在外選挙人証を知らず（アメリカ）

在外選挙人登録を知らず（中国）

5月に申請したが間に合わず（アブダビ）
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投票するなと言ってるよう（オーストラリア）



増えない在外選挙人登録者(出国時申請)

転出届時に案内が欲しかった（イギリス）
住民票を抜く時に登録できたらしく（カナダ）

誰も教えてくれなかった（フランス）
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転出するときの案内で知りたかった（不明）
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平成28年11月25日参議院倫選特・高市早苗総務大臣答弁

（質問者：民進党・牧山ひろえ議員）



在外選挙人登録・出国時申請者数

データ：総務省資料
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令和５年在外選挙人登録・出国時申請者数

海外転出者数：149,075人

出国時申請者数：3,078人

そのうち有権者数が約12万人だとして

全体の約2.5%のみが申請



在外選挙人登録できてない在外有権者
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選挙権の空白期間

約90万人

日本国内でも海外でも国政選挙に投票できない日本人



在外投票に至るまでの２つの問題

④増えない在外選挙人登録者
海外有権者の登録率約10％／機能していない出国時申請

⑤なくならない選挙事務ミス
海外有権者への間違った情報提供／在外選挙人登録業務ミス
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なくならない選挙事務ミス

在外公館投票終了前に「終了」とウェブサイトに掲載（アメリカ）
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なくならない選挙事務ミス

選管に申請書類を送らず（台湾）
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閲覧資料の政党名記載ミス（全世界）



なくならない選挙事務ミス

投票用紙を送付せず（新潟）
＊2024年11月1日付新潟日報
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「在外者が郵便投票できる制度はない」と選管（日本）
＊2024年11月18日付しんぶん赤旗



すべての市民は、第二条に規定するいかなる
差別もなく、かつ、不合理な制限なしに、次の
ことを行う権利及び機会を有する 。

(a)直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参
与すること。
(b)普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行わ
れ、選挙人の意思の自由な表明を保障する真正な定期的
選挙において、投票し及び選挙されること。
(c)一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること

　

国際人権規約第25条（参政権）
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劣化が予想される在外投票制度

①遠すぎる在外公館

②短すぎる投票期間

③間に合わない郵便投票

改善が困難

悪化する恐れ
世界的な郵便サービス低下

公館増＆投票期間延長の難しさ

待つだけでは悪くなる一方の在外投票制度

在外ネット投票の導入を
45



一日も早い在外ネット投票の導入を！

資料作成：海外有権者ネットワークNY／共同代表・竹永浩之

Email：jovnewyork@gmail.com

https://twitter.com/jovnewyork
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